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(57)【要約】
【課題】駆動トランジスタ（ＤＴ）のＶｔｈを補償可能
な範囲内に回復させる有機発光表示装置及びその駆動方
法を提供する。
【解決手段】
本発明による有機発光表示装置は、データライン（ＤＬ
）、第１ゲートライン（ＧＬ１）、第２ゲートライン（
ＧＬ２）を含み、多数の画素が定義され、１つの画素は
ＤＬ、ＧＬ１、ＧＬ２の交差によって定義された表示パ
ネルと、ＧＬ１及びＧＬ２と連結されるゲート駆動部と
を含み、画素は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）とＯ
ＬＥＤに電流を供給しＶｔｈを有するＤＴとを含み、Ｄ
ＴのＶｔｈ補償可能範囲は上限値及び下限値を有し、Ｄ
ＴのＶｔｈをセンシング可能であり、ＤＴのＶｔｈがＶ
ｔｈ補償可能範囲から外れた場合、ＤＴのゲートに第１
電圧を印加し、ＯＬＥＤのアノードまたはカソードに連
結されたＤＴの第２ノードに第２電圧を印加し、ＤＴの
ＶｔｈがＶｔｈ補償可能範囲内となるように第１電圧及
び第２電圧を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機発光表示装置であって、
　データライン、第１ゲートライン、及び第２ゲートラインを含み、多数の画素が定義さ
れ、かつ１つの画素はデータライン、第１ゲートライン、及び第２ゲートラインの交差に
よって定義された表示パネルと、
　前記第１ゲートライン及び前記第２ゲートラインと電気的に連結されるゲート駆動部と
、
　を含み、
　前記画素は、有機発光ダイオードと、前記有機発光ダイオードに電流を供給するために
構成され、しきい値電圧を有する駆動トランジスタと、を含み、
　前記駆動トランジスタのしきい値電圧補償可能範囲は、上限値及び下限値のうちの少な
くとも１つを有し、
　前記有機発光表示装置は、
　前記駆動トランジスタのしきい値電圧をセンシング可能なように構成され、前記駆動ト
ランジスタのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲から外れた場合、前記駆動ト
ランジスタの第１ノードに第１電圧を印加し、前記駆動トランジスタの第２ノードに第２
電圧を印加し、前記駆動トランジスタのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲内
となるように前記第１電圧及び前記第２電圧を制御し、
　前記第１ノードは前記駆動トランジスタのゲートノードであり、前記第２ノードは前記
有機発光ダイオードのアノードまたはカソードに電気的に連結されることを特徴とする、
有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記駆動トランジスタのしきい値電圧が前記上限値より大きい場合、前記第１電圧を前
記第２電圧より低くなるように制御することを特徴とする、請求項１に記載の有機発光表
示装置。
【請求項３】
　前記駆動トランジスタのしきい値電圧が前記下限値より小さい場合、前記第１電圧を前
記第２電圧より高くなるように制御することを特徴とする、請求項１に記載の有機発光表
示装置。
【請求項４】
　基準電圧ラインと、
　第１トランジスタを通じて前記データラインに電気的に連結された前記第１ノードと、
　第２トランジスタを通じて前記基準電圧ラインに電気的に連結された前記第２ノードと
、
　をさらに含み、
　前記第１トランジスタのゲートノードは前記第１ゲートラインと電気的に連結され、前
記ゲート駆動部は前記第１ゲートラインにスキャン信号を印加して前記第１トランジスタ
を制御し、
　前記第２トランジスタのゲートノードは前記第２ゲートラインと電気的に連結され、前
記ゲート駆動部は前記第２ゲートラインにセンス信号を印加して前記第２トランジスタを
制御することを特徴とする、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　駆動電圧を供給する駆動電圧ラインと、
　前記第１ノード及び前記第２ノードの間に電気的に連結されたストレージキャパシタと
、
　前記駆動電圧ラインに電気的に連結された第３ノードをさらに含み、
　前記有機発光表示装置は、
　前記第１トランジスタに前記スキャン信号を印加し、前記第１トランジスタを通じて前
記第１ノードにデータ電圧を印加し、前記第２トランジスタに前記センス信号を印加し、
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前記第２トランジスタを通じて前記第２ノードに基準電圧を印加し、
　次いで、前記第２ノードをフローティングさせ、
　次いで、前記第２ノードの電圧を測定し、前記データ電圧から前記第２ノードの測定さ
れた電圧を引いて前記駆動トランジスタのしきい値電圧を検出することを特徴とする、請
求項４に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１ノードは、前記駆動トランジスタのゲートノード、及び前記第１トランジスタ
のソースノードまたはドレーンノードの間に電気的に連結され、
　前記第２ノードは、前記有機発光表示装置のアノード電極またはカソード電極、及び前
記駆動トランジスタのソースノードまたはドレーンノードの間に電気的に連結され、
　前記第３ノードは、前記駆動トランジスタのソースノードまたはドレーンノードと前記
駆動電圧ラインとの間に電気的に連結されていることを特徴とする、請求項５に記載の有
機発光表示装置。
【請求項７】
　前記しきい値電圧補償可能範囲は、前記上限値及び前記下限値を有することを特徴とす
る、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記有機発光表示装置は多数の画素を含み、
　前記有機発光表示装置は、
　前記多数の画素のうち、少なくとも１つの画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補
償可能範囲の上限値より大きいか否かを確認し、
　前記しきい値電圧補償可能範囲の上限値より大きいしきい値電圧を有する少なくとも１
つの画素の駆動トランジスタにネガティブストレスを印加し、
　前記多数の画素のうち、少なくとも１つの画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補
償可能範囲の下限値より小さいか否かを確認し、
　前記しきい値電圧補償可能範囲の下限値より小さいしきい値電圧を有する少なくとも１
つの画素の駆動トランジスタにポジティブストレスを印加することを特徴とする、請求項
１に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記有機発光表示装置は、
　パワーオフ信号の入力時、前記駆動トランジスタのしきい値電圧が前記しきい値電圧補
償可能範囲内になるように、前記第１電圧及び前記第２電圧を制御し、
　前記第１電圧及び前記第２電圧を制御した後で、前記駆動トランジスタの全てのノード
にグラウンド電圧を印加することを特徴とする、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　有機発光表示装置の駆動方法であって、
　有機発光表示装置の多数の画素のうち、特定画素での駆動トランジスタのしきい値電圧
がしきい値電圧補償可能範囲から外れたか否かを確認するステップと、
　パワーオフ信号の入力時、前記しきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲内になる
ように回復駆動を実行するステップと、
　前記回復駆動を実行した後で、前記駆動トランジスタの全てのノードにグラウンド電圧
を印加するステップと、
を含むことを特徴とする、有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１１】
　前記特定画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲の上限値より大きいか
否かを確認するステップと、
　前記しきい値電圧補償可能範囲の上限値より大きいしきい値電圧を有する前記特定画素
の駆動トランジスタにネガティブストレスを印加するステップと、
　前記特定画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲の下限値より小さいか
否かを確認するステップと、
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　前記しきい値電圧補償可能範囲の下限値より小さいしきい値電圧を有する前記特定画素
の駆動トランジスタにポジティブストレスを印加するステップと、
を含むことを特徴とする、請求項１０に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
　前記ポジティブストレスを印加するステップは、前記駆動トランジスタのしきい値電圧
が上昇するように、前記駆動トランジスタのノードに電圧を印加するステップを含み、
　前記ネガティブストレスを印加するステップは、前記駆動トランジスタのしきい値電圧
が低下するように、前記駆動トランジスタのノードに電圧を印加するステップを含むこと
を特徴とする、請求項１１に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
　前記有機発光表示装置は、
　前記特定画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲の上限値より大きいか
否かを確認するステップ、及び他の特定画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可
能範囲の下限値より小さいか否かを確認するステップを同時に実行し、
　前記しきい値電圧補償可能範囲の上限値より大きいしきい値電圧を有する前記特定画素
の駆動トランジスタにネガティブストレスを印加するステップ、及び前記しきい値電圧補
償可能範囲の下限値より小さいしきい値電圧を有する前記他の特定画素の駆動トランジス
タにポジティブストレスを印加するステップを同時に実行することを特徴とする、請求項
１０に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　（ａ）前記特定画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲の上限値より大
きいか否かを確認するステップと、
　（ｂ）前記しきい値電圧補償可能範囲の上限値より大きいしきい値電圧を有する前記特
定画素の駆動トランジスタにネガティブストレスを印加するステップと、
　（ｃ）他の特定画素でのしきい値電圧が前記しきい値電圧補償可能範囲の下限値より小
さいか否かを確認するステップと、
　（ｄ）前記しきい値電圧補償可能範囲の下限値より小さいしきい値電圧を有する前記他
の特定画素の駆動トランジスタにポジティブストレスを印加するステップと、
を順次に実行することを特徴とする、請求項１０に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１５】
　前記ステップ（ａ）は、前記ステップ（ｂ）の前に実行され、前記ステップ（ｂ）は前
記ステップ（ｃ）の前に実行され、前記ステップ（ｃ）は前記ステップ（ｄ）の前に実行
されることを特徴とする、請求項１４に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置及びその駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、表示装置として脚光を浴びている有機発光表示装置は、自ら発光する有機発光ダ
イオード（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitting Diode）を利用することによって、応答速
度が速く、発光効率、輝度、及び視野角などが大きいという長所がある。
【０００３】
　このような有機発光表示装置は、有機発光ダイオードが含まれた画素をマトリックス形
態に配列し、スキャン信号により選択された画素の明るさをデータの階調によって制御す
る。
【０００４】
　このような有機発光表示装置の各画素は有機発光ダイオードの他にも、互いに交差する
データライン及びゲートラインと、これと接続関係を有するトランジスタ及びストレージ
キャパシタなどからなることができる。
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【０００５】
　このような有機発光表示装置の各画素に含まれたトランジスタの中には有機発光ダイオ
ードを駆動するための駆動トランジスタ（Driving Transistor）を含むことができるが、
このような駆動トランジスタは固有特性値としてしきい値電圧を有する。
【０００６】
　このような駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧は駆動時間が長くなるにつれて変
わることがあるが、この場合、対応する画素の輝度が所望の水準にならないか、または各
画素間の輝度差を発生させて画質が低下することがあり、場合によっては、対応する駆動
トランジスタの寿命が短くなることもある。
【０００７】
　したがって、各画素の駆動トランジスタのしきい値電圧をセンシングして駆動トランジ
スタのしきい値電圧を補償する補償技術が開発されている。
【０００８】
　しかしながら、このような従来のしきい値電圧補償技術にもかかわらず、駆動トランジ
スタのしきい値電圧補償は一定範囲以内のみで可能である、という問題点があった。即ち
、駆動トランジスタのしきい値電圧が特定値以上に大きくなったり、特定値以下に小さく
なったりすれば、このように変化したしきい値電圧を補償することができないという補償
限界を有する問題点がある。
【０００９】
　これによって、従来の画素補償技術があるとしても、このような従来の画素補償技術に
よりしきい値電圧が補償できないため、画質が低下し、駆動トランジスタが長寿命にて駆
動できない、という問題点が発生するおそれがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このような背景に基づき、本発明の実施形態の目的は、駆動トランジスタの駆動時間が
増加するにつれて、駆動トランジスタのしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲から外
れて変化する場合、駆動トランジスタのしきい値電圧を補償可能な範囲内にまた回復させ
ることができるしきい値電圧の移動を回復するための回復駆動が可能な有機発光表示装置
、及びその駆動方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の実施形態の他の目的は、駆動トランジスタの駆動時間が増加しても、駆動トラ
ンジスタのしきい値電圧を補償可能な範囲内で持続的に維持できるようにしてくれる有機
発光表示装置、及びその駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本実施形態は、有機発光表示装置において、データライン、第１ゲートライン、及び第
２ゲートラインを含み、多数の画素が定義され、かつ１つの画素はデータライン、第１ゲ
ートライン、及び第２ゲートラインの交差によって定義された表示パネル、上記第１ゲー
トライン及び上記第２ゲートラインと電気的に連結されるゲート駆動部を含み、上記画素
は、有機発光ダイオードと、上記有機発光ダイオードに電流を供給するために構成され、
しきい値電圧を有する駆動トランジスタを含み、上記駆動トランジスタのしきい値電圧補
償可能範囲は上限値及び下限値のうちの少なくとも１つを有し、上記有機発光表示装置は
、上記駆動トランジスタのしきい値電圧をセンシングするために構成され、上記駆動トラ
ンジスタのしきい値電圧が上記しきい値電圧補償可能範囲から外れた場合、上記駆動トラ
ンジスタの第１ノードに第１電圧を印加し、上記駆動トランジスタの第２ノードに第２電
圧を印加し、上記駆動トランジスタのしきい値電圧が上記しきい値電圧補償可能範囲内に
なるように上記第１電圧及び上記第２電圧を制御し、上記第１ノードは上記駆動トランジ
スタのゲートノードであり、上記第２ノードは上記有機発光ダイオードのアノードまたは
カソードに電気的に連結されることを特徴とする有機発光表示装置を提供する。
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【００１３】
　本実施形態は、有機発光表示装置の駆動方法において、有機発光表示装置の多数の画素
のうち、特定画素での駆動トランジスタのしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲から
外れたか否かを確認するステップ、パワーオフ信号の入力時、上記しきい値電圧が上記し
きい値電圧補償可能範囲内になるように回復駆動を実行するステップ、及び上記回復駆動
を実行した後に、上記駆動トランジスタの全てのノードにグラウンド電圧を印加するステ
ップを含む有機発光表示装置の駆動方法を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　以上、説明したように、本発明の実施形態によれば、駆動トランジスタの駆動時間が増
加するにつれて、駆動トランジスタのしきい値電圧がしきい値電圧を補償可能な範囲から
外れて移動する場合、駆動トランジスタのしきい値電圧を補償可能な範囲内に回復させる
ことができるしきい値電圧の移動を回復するための回復駆動が可能な有機発光表示装置、
及びその表示パネルを提供する効果がある。
【００１５】
　本発明の実施形態によれば、駆動トランジスタの駆動時間が増加しても、駆動トランジ
スタのしきい値電圧が補償可能な範囲内で持続的に維持できる有機発光表示装置、及びそ
の表示パネルを提供する効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一実施形態による有機発光表示装置の概略図である。
【図２】一実施形態による有機発光表示装置の画素に対する等価回路図である。
【図３】一実施形態による有機発光表示装置の画素内の駆動トランジスタの（＋）しきい
値電圧移動現象とそれに従う輝度品質低下を示す図である。
【図４】一実施形態による有機発光表示装置の画素内の駆動トランジスタの（－）しきい
値電圧移動現象とそれに従う輝度品質低下を示す図である。
【図５】一実施形態による有機発光表示装置の画素内の駆動トランジスタのしきい値電圧
に対するセンシング及び補償処理を説明するための図である。
【図６】一実施形態による有機発光表示装置の画素内の駆動トランジスタのしきい値電圧
の移動を回復するための回復駆動を概略的に説明するための図である。
【図７】一実施形態による有機発光表示装置の画素内の駆動トランジスタの（＋）しきい
値電圧の移動を回復するための回復駆動を説明するための図である。
【図８】一実施形態による有機発光表示装置の画素内の駆動トランジスタの（－）しきい
値電圧の移動を回復するための回復駆動を説明するための図である。
【図９】一実施形態による有機発光表示装置の画素に対し、回復駆動以前、駆動トランジ
スタのしきい値電圧移動状態を例示的に示す図である。
【図１０】図９のしきい値電圧移動状態で、正側に移動した（＋）しきい値電圧の回復と
負側に移動した（－）しきい値電圧の回復のための順次的な回復駆動に関する例示図であ
る。
【図１１】図９のしきい値電圧移動状態で、（＋）しきい値電圧移動回復と（－）しきい
値電圧移動回復のための同時回復駆動に対する例示図である。
【図１２】一実施形態による有機発光表示装置の画素内の駆動トランジスタの連続的なし
きい値電圧移動を回復させるための回復駆動を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一部の実施形態を例示的な図面を参照しつつ詳細に説明する。各図面の
構成要素に参照符号を付加するに当たって、同一な構成要素に対してはたとえ他の図面上
に表示されても、できる限り同一な符号を有することができる。また、本発明を説明する
に当たって、関連した公知構成または機能に対する具体的な説明が本発明の要旨を曖昧に
することがあると判断される場合にはその詳細な説明は省略する。
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【００１８】
　また、本発明の構成要素を説明するに当たって、第１、第２、Ａ、Ｂ、（ａ）、（ｂ）
などの用語を使用することができる。このような用語はその構成要素を他の構成要素と区
別するためのものであり、その用語により当該構成要素の本質、順番、順序または個数な
どが限定されない。ある構成要素が他の構成要素に“連結”、“結合”、または“接続”
されると記載された場合、その構成要素は該他の構成要素に直接的に連結、または接続で
きるが、各構成要素の間に他の構成要素が介されるか、各構成要素が他の構成要素を通じ
て“連結”、“結合”、または“接続”されることもできると理解されるべきである。
【００１９】
　図１は、一実施形態による有機発光表示装置１００の概略図である。
【００２０】
　図１を参照すると、一実施形態による有機発光表示装置１００は、表示パネル１１０、
データ駆動部１２０、第１ゲート駆動部１３０、第２ゲート駆動部１４０、タイミングコ
ントローラ１５０などを含む。
【００２１】
　表示パネル１１０にはデータライン（ＤＬ（１）～ＤＬ（ｎ））とゲートライン（ＧＬ
１（１）～ＧＬ１（ｍ）、ＧＬ２（１）～ＧＬ２（ｍ））が形成され、形成されたデータ
ライン（ＤＬ（１）～ＤＬ（ｎ））とゲートライン（ＧＬ１（１）～ＧＬ１（ｍ）、ＧＬ
２（１）～ＧＬ２（ｍ））との交差によって多数の画素（Ｐ：Pixel）が定義される。
【００２２】
　データ駆動部１２０は、データライン（ＤＬ（１）～ＤＬ（ｎ））にデータ電圧を供給
する。
【００２３】
　第１ゲート駆動部１３０は、ゲートライン（ＧＬ１（１）～ＧＬ１（ｍ）、ＧＬ２（１
）～ＧＬ２（ｍ））のうち、第１ゲートライン（ＧＬ１（１）～ＧＬ１（ｍ））にスキャ
ン信号を順次的に供給する。
【００２４】
　第２ゲート駆動部１４０は、ゲートライン（ＧＬ１（１）～ＧＬ１（ｍ）、ＧＬ２（１
）～ＧＬ２（ｍ））のうち、第２ゲートライン（ＧＬ２（１）～ＧＬ２（ｍ））にセンサ
信号を順次的に供給する。
【００２５】
　タイミングコントローラ１５０は、データ駆動部１２０、第１ゲート駆動部１３０、及
び第２ゲート駆動部１４０の駆動タイミングを制御し、このために各種制御信号を出力す
る。
【００２６】
　第１ゲート駆動部１３０及び第２ゲート駆動部１４０は、それぞれ別途に具現されるこ
ともでき、場合によっては、１つのゲート駆動部に含まれて具現されることもできる。
【００２７】
　また、第１ゲート駆動部１３０は、駆動方式によって図１のように表示パネル１１０の
一側のみに位置することもでき、２つに分かれて表示パネル１１０の両側に位置すること
もできる。第２ゲート駆動部１４０も同様である。
【００２８】
　また、第１ゲート駆動部１３０及び第２ゲート駆動部１４０は、多数のゲート駆動集積
回路を含むことができるが、このような多数のゲート駆動集積回路は、テープオートメイ
テッドボンディング（ＴＡＢ：Tape Automated Bonding）方式、またはチップオンガラス
（ＣＯＧ）方式により表示パネル１１０のボンディングパッド（Bonding Pad）に連結さ
れるか、またはＧＩＰ（Gate In Panel）タイプで具現されて表示パネル１１０に直接形
成されることもできる。
【００２９】
　また、データ駆動部１２０は多数のデータ駆動集積回路（ソース駆動集積回路ともいう
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）を含むことができるが、このような多数のデータ駆動集積回路は、テープオートメイテ
ッドボンディング（ＴＡＢ：Tape Automated Bonding）方式、またはチップオンガラス（
ＣＯＧ）方式により表示パネル１１０のボンディングパッド（Bonding Pad）に連結され
るか、またはＧＩＰ（Gate In Panel）タイプで具現されて表示パネル１１０に直接形成
されることもできる。
【００３０】
　各画素Ｐは、１つのデータライン（ＤＬ）、２つのゲートライン（ＧＬ１、ＧＬ２）、
基準電圧（ＲＶＬ）などと連結され、このような各画素Ｐの画素構造を、図２を参照して
より詳細に説明する。
【００３１】
　図２は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素Ｐに対する等価回路図である
。
【００３２】
　図２を参照すると、一実施形態による有機発光表示装置１００の各画素Ｐは有機発光ダ
イオード（ＯＬＥＤ）と、このような有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を駆動するための
駆動回路部などを含む。
【００３３】
　図２を参照すると、各画素Ｐで有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を駆動するための駆動
回路部は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に電流を供給するための駆動トランジスタ（
ＤＴ）と、スキャン信号によって制御され、データ電圧が駆動トランジスタ（ＤＴ）の第
１ノード（Ｎ１）に印加されることを制御することによって、駆動トランジスタ（ＤＴ）
のターンオン（Turn On）またはターンオフ（Turn Off）を制御するスイッチングトラン
ジスタの役割をする第１トランジスタ（Ｔ１）と、一定電圧を一フレームの間維持させる
役割を有するストレージキャパシタ（Ｃｓｔｇ）などを基本的に含み、駆動トランジスタ
（ＤＴ）のしきい値電圧（Ｖｔｈ：Threshold Voltage）をセンシングするためのセンシ
ングトランジスタとして第２トランジスタ（ＤＴ２）をさらに含むことができる。
【００３４】
　図２を参照して３個のトランジスタ（ＤＴ、Ｔ１、Ｔ２）と１つのキャパシタ（Ｃｓｔ
ｇ）の接続関係について説明する。
【００３５】
　図２を参照すると、駆動トランジスタ（ＤＴ）は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を駆
動するためのトランジスタとして３個のノード（Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３）を有する。駆動トラ
ンジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）は第１トランジスタ（Ｔ１）と電気的に連結され
、第２ノード（Ｎ２）は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード（または、カソード
）と電気的に連結され、第３ノード（Ｎ３）は駆動電圧（ＶＤＤ）が供給される駆動電圧
ライン（ＤＶＬ：Driving Voltage Line）と電気的に連結される。
【００３６】
　第１トランジスタ（Ｔ１）は、第１ゲートライン（ＧＬ１）から供給されたスキャン信
号（ＳＣＡＮ）により制御され、データライン（ＤＬ）と駆動トランジスタ（ＤＴ）の第
１ノード（Ｎ１）との間に電気的に連結されて、データライン（ＤＬ）から供給されたデ
ータ電圧（Vdata）を駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）に印加させる。
【００３７】
　第２トランジスタ（Ｔ２）は、第２ゲートライン（ＧＬ２）から供給されるセンス信号
（SENSE）により制御され、基準電圧（Ｖｒｅｆ：Reference Voltage）が供給される基準
電圧ライン（ＲＶＬ：Reference Voltage Line）と上記駆動トランジスタ（ＤＴ）の第２
ノード（Ｎ２）との間に電気的に連結される。
【００３８】
　ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｇ）は、駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１
）と第２ノード（Ｎ２）との間に電気的に連結される。
【００３９】
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　一実施形態で言及される駆動トランジスタ（ＤＴ）は、Ｎタイプのトランジスタである
か、またはＰタイプのトランジスタでありうる。仮に、駆動トランジスタ（ＤＴ）がＮタ
イプのトランジスタの場合、第１ノード（Ｎ１）はゲートノード（Gate Node）であり、
第２ノード（Ｎ２）はソースノード（Source Node）であり、第３ノード（Ｎ３）はドレ
インノード（Drain Node）でありうる。駆動トランジスタ（ＤＴ）１がＰタイプのトラン
ジスタの場合、第１ノード（Ｎ１）はゲートノード（Gate Node）であり、第２ノード（
Ｎ２）はドレインノード（Drain Node）であり、第３ノード（Ｎ３）はソースノード（So
urce Node）でありうる。但し、一実施形態による図面と説明では、説明の便宜のために
、駆動トランジスタ（ＤＴ）だけでなく、これと連結される第１トランジスタ（Ｔ１）及
び第２トランジスタ（Ｔ２）をＮタイプのトランジスタとして例示し、これによって、駆
動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）はゲートノード（Gate Node）であり、第
２ノード（Ｎ２）はソースノード（Source Node）であり、第３ノード（Ｎ３）はドレイ
ンノード（Drain Node）であると説明する。
【００４０】
　一方、各画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）は固有特性値としてしきい値電圧を有するが
、このような駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧は駆動時間が増加するにつれて変
化することがある。この変化により、対応する画素の輝度が所望の水準にならなくなり、
または各画素間の輝度差を発生させて画質を低下させ、結果として、有機発光表示装置の
寿命を低下させることになる。
【００４１】
　したがって、各画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧をセンシングして、各
画素間のしきい値電圧に偏差があるか、または各画素のしきい値電圧と基準しきい値電圧
との間に差がある場合、対応する画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を補償
し、輝度を所望の水準に維持させる。
【００４２】
　しかしながら、このような駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧補償は一定範囲内
のみで可能であり、補償できる範囲には限界がある。即ち、駆動トランジスタ（ＤＴ）の
しきい値電圧が特定値以上に大きくなったり、特定値以下に小さくなったりすれば、この
ように変化したしきい値電圧を補償することができなくなる。
【００４３】
　したがって、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が定まった範囲から外れて変化
すれば、即ち、しきい値電圧が移動して補償可能なある一定範囲を外れれば、しきい値電
圧の補償が不可能となるので、画質が低下し、当該駆動トランジスタ（ＤＴ）が正常に駆
動できなくなり、その寿命が短縮される。
【００４４】
　本発明の一実施形態によれば、しきい値電圧が補償可能な範囲から外れて移動（Shift
）した場合、これを確認して、補償可能な範囲から外れたしきい値電圧を補償可能な範囲
内に回復（Recovery）させることができる。
【００４５】
　以下、しきい値電圧が補償可能な範囲から外れて移動（Shift）した場合、これを確認
して、補償可能な範囲から外れたしきい値電圧を補償可能な範囲内に回復（Recovery）さ
せる回復駆動に対し、図３から図１２を参照して説明する。
【００４６】
　図３及び図４は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジス
タ（ＤＴ）のしきい値電圧（Ｖｔｈ）が駆動時間によって大きくなったり小さくなったり
するしきい値電圧移動現象を示す図である。
【００４７】
　以下、図３を参照して、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間によって
大きくなる、正側（＋）方向へのしきい値電圧移動現象について説明し、図４を参照して
、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間によって小さくなる、負側（－）
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方向へのしきい値電圧移動現象を説明する。
【００４８】
　以下の説明の前に、まず幾つかの用語を整理する。
【００４９】
　しきい値電圧が変わる方向と関連して、“正側（（＋））方向”はしきい値電圧が大き
くなる方向を意味し、“負側（（－））方向”はしきい値電圧が小さくなる方向を意味す
る。
【００５０】
　また、“しきい値電圧移動（Vth Shift）”はしきい値電圧が大きくなったり小さくな
ったりすることを意味する。また、しきい値電圧移動が（＋）方向になされる現象を（＋
）しきい値電圧移動といい、しきい値電圧移動が（－）方向になされる現象を（－）しき
い値電圧移動という。
【００５１】
　また、しきい値電圧を補償することができるしきい値電圧の範囲を“しきい値電圧補償
可能範囲”という。このようなしきい値電圧補償可能範囲は上限値と下限値のうちの少な
くとも１つを有するが、しきい値電圧補償可能範囲の上限値を“しきい値電圧補償限界値
（＋）”といい、しきい値電圧補償可能範囲の下限値を“しきい値電圧補償限界値（－）
”という。
【００５２】
　このようなしきい値電圧補償可能範囲は、有機発光表示装置１００がしきい値電圧を補
償することができる実質的な範囲であるか、または効率的な回復駆動のために実質的な範
囲より広く、又は狭く予め設定された範囲でありうる。
【００５３】
　図３は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジスタ（ＤＴ
）の（＋）しきい値電圧移動現象と、それに伴う輝度品質低下を示す図である。
【００５４】
　図３（Ａ）は駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が増加するにつれて駆動トランジス
タ（ＤＴ）のしきい値電圧が変化することを示すグラフであって、これを参照すると、駆
動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧は駆動時間が増加するにつれて大きくなる。
【００５５】
　即ち、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が長くなるにつれて駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）のしきい値電圧が大きくなる“（＋）しきい値電圧移動現象”を示す。
【００５６】
　また、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧は、駆動時間が増加する一定区間（０
～Ｔ１）の間は“しきい値電圧補償可能範囲”内で大きくなる。したがって、この区間（
０～Ｔ１）の間は、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を所望の水準（他の画素の
駆動トランジスタのしきい値電圧との偏差がなくなるか減る水準、または基準しきい値電
圧になる水準）に補償することができる。
【００５７】
　しかしながら、この区間（０～Ｔ１）を経過すれば、即ち、Ｔ１時点になれば、駆動ト
ランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲から外れて大きくなり始
め、この時から、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を所望の水準に補償すること
ができなくなる。
【００５８】
　図３（Ｂ）は、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が増加するにつれて、駆動トラン
ジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が図３（Ａ）のように変わる時、対応する画素での輝度が
どのように変わるかを示すグラフである。
【００５９】
　図３（Ｂ）を参照すると、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間がＴ１時点になる前ま
では駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内で大きくな
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るので、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を補償できる。これによって、駆動ト
ランジスタ（ＤＴ）の駆動時間がＴ１時点になる前までは対応する画素の輝度を所望の水
準（Ｌ１）に維持できる。
【００６０】
　しかしながら、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間がＴ１時点を経過し、駆動トラン
ジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲から外れて大きくなり始める
。即ち、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲の上限値
であるしきい値電圧補償限界値（＋）より大きくなり始める。
【００６１】
　この時からは、即ちＴ１時点の以後からは、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧
を所望の水準に補償できない。これによって、駆動トランジスタ（ＤＴ）が有機発光ダイ
オード（ＯＬＥＤ）に供給する電流量が所望の電流量より徐々に減少するようになり、対
応する画素の輝度が所望の水準（Ｌ１）を維持できない異常状態で徐々に低下するように
なる。
【００６２】
　図４は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジスタ（ＤＴ
）の（－）しきい値電圧移動現象と、それに伴う輝度品質低下を示す図である。
【００６３】
　図４（Ａ）は、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が増加するにつれて駆動トランジ
スタ（ＤＴ）のしきい値電圧が変化することを示すグラフであって、これを参照すると、
駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧は、駆動時間が増加するにつれて小さくなる。
【００６４】
　即ち、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が長くなるにつれて駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）のしきい値電圧が小さくなる“（－）しきい値電圧移動現象”を示す。
【００６５】
　また、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧は駆動時間が増加する一定区間（０～
Ｔ２）の間は“しきい値電圧補償可能範囲”内で小さくなる。したがって、この区間（０
～Ｔ２）の間は、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を所望の水準（他の画素の駆
動トランジスタのしきい値電圧との偏差がなくなるか減る水準、または基準しきい値電圧
になる水準）に補償することができる。
【００６６】
　しかしながら、この区間（０～Ｔ２）を経過すれば、即ちＴ２時点になれば、駆動トラ
ンジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲から外れて小さくなり始め
、この時から、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を所望の水準に補償することが
できなくなる。
【００６７】
　図４（Ｂ）は、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が増加するにつれて、駆動トラン
ジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が図４（Ａ）のように変わる時、対応する画素での輝度が
どのように変わるかを示すグラフである。
【００６８】
　図４（Ｂ）を参照すると、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間がＴ２時点になる前ま
では駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内で小さくな
ったので、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を補償できる。これによって、駆動
トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間がＴ２時点になる前までは対応する画素の輝度を所望の
水準（Ｌ２）に維持できる。
【００６９】
　しかしながら、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間がＴ２時点を経過すると、駆動ト
ランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲から外れて小さくなり始
める。即ち、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲の下
限値であるしきい値電圧補償限界値（－）より小さくなり始める。
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【００７０】
　この時、即ちＴ２時点の以後からは、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を所望
の水準に補償できない。これによって、駆動トランジスタ（ＤＴ）が有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）に供給する電流量が所望の電流量より徐々に増加するようになり、対応する
画素の輝度を所望の水準（Ｌ２）に維持できない異常状態で徐々に高くなる。
【００７１】
　図３及び図４を参照して説明したように、各画素では、画素の駆動トランジスタ（ＤＴ
）の駆動時間が長くなるにつれて駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電
圧補償可能範囲から外れて大きくなるか小さくなる現象が発生い得る。
【００７２】
　即ち、各画素では、補償限界（しきい値電圧補償可能範囲）を外れたしきい値電圧移動
（（＋）しきい値電圧移動または（－）しきい値電圧移動）が発生し得る。
【００７３】
　したがって、一実施形態は、表示パネル１１０の全ての画素のうち、補償限界（しきい
値電圧補償可能範囲）を外れたしきい値電圧移動（（＋）しきい値電圧移動または（－）
しきい値電圧移動）が発生した画素に対し、しきい値電圧補償可能範囲から外れたしきい
値電圧移動をしきい値電圧補償可能範囲内に回復（Recovery）させる回復駆動を提供する
。
【００７４】
　しきい値電圧補償可能範囲から外れたしきい値電圧移動を回復させるための回復駆動は
、各画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧センシング結果を用いてなされる。
【００７５】
　したがって、以下では図５を参照して、各画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値
電圧をセンシングする方式を簡単に説明し、次に、図６を参照して、しきい値電圧補償可
能範囲から外れたしきい値電圧移動を回復させるための回復駆動について説明する。
【００７６】
　図５は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジスタ（ＤＴ
）のしきい値電圧に対するセンシング及び補償処理を説明するための図である。
【００７７】
　図５に示すように、各画素には、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）と、このような有機
発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を駆動するために有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に電流を
供給する駆動トランジスタ（ＤＴ）と、スキャン信号（ＳＣＡＮ）によって制御され、デ
ータ電圧（Vdata）が駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）に印加されるよう
に制御することによって、駆動トランジスタ（ＤＴ）のターンオン（Turn On）またはタ
ーンオフ（Turn Off）を制御するスイッチングトランジスタの役割をする第１トランジス
タ（Ｔ１）と、一定電圧を一フレームの間維持させる役割を有するストレージキャパシタ
（Ｃｓｔｇ）と、センサ信号（SENSE）により制御され、駆動トランジスタ（ＤＴ）の第
２ノードに基準電圧（Ｖｒｅｆ）を印加し、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧を
センシングするためのセンシングトランジスタとして第２トランジスタ（ＤＴ２）と、が
含まれる。
【００７８】
　図５に示すような画素構造において、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧をセン
シングするために、スキャン信号（ＳＣＡＮ）により第１トランジスタ（Ｔ１）がターン
オンされて対応する画素のデータ集積回路５１０（Ｄ－ＩＣ）から供給されたデータ電圧
（Vdata）がデータライン（ＤＬ）を通じて駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ
１）に印加される。
【００７９】
　この際、センサ信号（SENSE）により第２トランジスタ（Ｔ２）がターンオンされて電
圧供給源から供給された基準電圧（Ｖｒｅｆ）が、基準電圧ライン（ＲＶＬ）を通じて駆
動トランジスタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）に印加される。
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【００８０】
　即ち、駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）と第２ノード（Ｎ２）の各々に
は定電圧が印加され、これによって、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｇ）の両端（Ｎ１、
Ｎ２）に一定電位差（Vdata-Vref）が発生して、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｇ）に一
定電位差（Vdata-Vref）に対応する電荷が充電される。
【００８１】
　以後、基準電圧ライン（ＲＶＬ）と連結されたスイッチ（図示せず）がオフ（off）に
され、しきい値電圧センシングのためのＡＤＣ（Analog Digital Converter）５２０と連
結されれば、駆動トランジスタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）に印加されていた定電圧（
Vref）がなくなり、駆動トランジスタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）の電圧がフローティ
ング（Floating）される。
【００８２】
　これによって、駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）には定電圧（Vdata）
が印加されているが、第２ノード（Ｎ２）には定電圧が印加されなくなり、駆動トランジ
スタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）の電圧が上がるようになる。
【００８３】
　このような駆動トランジスタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）の電圧は、第１ノード（Ｎ
１）と第２ノード（Ｎ２）との間の電位差が駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧に
なるまで上がる。
【００８４】
　この際、ＡＤＣ５２０は駆動トランジスタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）の電圧（Vdat
a-Vth）を測定して駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧をセンシングする。ここで
、データ電圧（Vdata）は予め知られた値であるので、既に知っているデータ電圧（Vdata
）から測定された電圧（Vdata-Vth）を引けば、しきい値電圧（Vth）を知ることができる
。
【００８５】
　このようなしきい値電圧センシング方式によりセンシングされたしきい値電圧はメモリ
（図示せず）に格納されることができ、しきい値電圧補償に利用できる。
【００８６】
　しきい値電圧補償と関連して、タイミングコントローラ１５０はＡＤＣ５２０からのし
きい値電圧（Vth）のディジタル値の伝達を受けて、これを用いてしきい値電圧補償のた
めの補償値を演算して、演算された補償値またはこれによって変更された変更データ電圧
（Vdata'=Vdata+Vth）を対応する画素のデータ集積回路５１０に伝達する。
【００８７】
　これによって、データ集積回路５１０は、タイミングコントローラ１５０で演算されて
伝達された補償値によって、データ電圧（Vdata）を変更データ電圧（Vdata'=Vdata+Vth
）に変換してアナログ形態にデータライン（ＤＬ）に出力するか、またはタイミングコン
トローラ１５０から伝達された変更データ電圧（Vdata'=Vdata+Vth）を、アナログ形態で
データライン（ＤＬ）に出力する。これによって、対応する画素の駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）のしきい値電圧が補償される。
【００８８】
　前述したしきい値電圧センシング及び補償処理は、表示パネル１１０内の全ての画素の
駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧、またはこれを知ることができる変換値をメモ
リに格納し、その次のセンシング時、メモリに格納されたしきい値電圧や変換値を更新す
る処理を含むことができる。
【００８９】
　一方、一実施形態は、前述したようなしきい値電圧センシング及び補償処理によって、
全ての画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がセンシングされれば、これに基
づいて、全ての画素のうち、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補
償可能範囲から外れた画素を確認して、即ちしきい値電圧補償可能範囲から外れてしきい
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値電圧が移動した画素を確認して、確認された画素に対し、しきい値電圧補償可能範囲か
ら外れたしきい値電圧の移動をしきい値電圧補償可能範囲内に回復させる、回復駆動を提
供することができる。
【００９０】
　しきい値電圧補償可能範囲から外れたしきい値電圧移動をしきい値電圧補償可能範囲内
に回復させる回復駆動に関し、図６から図１２を参照して説明する。
【００９１】
　図６は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジスタ（ＤＴ
）のしきい値電圧の移動を回復させるための回復駆動を概略的に説明するための図である
。
【００９２】
　図６を参照すると、一実施形態による有機発光表示装置１００は、多数の画素Ｐのうち
、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を駆動する駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧
が駆動時間増加によって予め設定された“しきい値電圧補償可能範囲”から外れて移動（
Shift）した特定画素がある場合、このような特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のし
きい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内となるように、特定画素の駆動トランジスタ（
ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）及び第２ノード（Ｎ２）に第１電圧及び第２電圧が調整され
て印加されるように制御することによって、特定画素に対する回復駆動を実行する回復駆
動部６００をさらに含むことができる。
【００９３】
　ここで、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間増加によって予め設定さ
れた“しきい値電圧補償可能範囲”から外れて移動（Shift）した特定画素は、しきい値
電圧が大きくなるにつれてしきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（＋）しき
い値電圧移動が発生した画素と、しきい値電圧が小さくなるにつれてしきい値電圧補償可
能範囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動が発生した画素を含む。
【００９４】
　このような回復駆動部６００は、電源供給部６１０を通じて駆動トランジスタ（ＤＴ）
のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内になるように調整された第１電圧及び第２
電圧を、駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）及び第２ノード（Ｎ２）に印加
させる。
【００９５】
　このような回復駆動部６００により、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動
時間増加によって予め設定されたしきい値電圧補償可能範囲から外れて移動した画素が存
在する場合、この画素に対し、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧
補償可能範囲内になるように調整された第１電圧及び第２電圧が、駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）の第１ノード（Ｎ１）及び第２ノード（Ｎ２）に各々印加される。
【００９６】
　一方、回復駆動部６００は、電源供給部６１０を通じて駆動トランジスタ（ＤＴ）のし
きい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内となるように調整された第３電圧を駆動トラン
ジスタ（ＤＴ）の第３ノード（Ｎ３）にさらに印加させることもできる。
【００９７】
　一方、回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲から外れた駆動トランジスタ（
ＤＴ）のしきい値電圧をしきい値電圧補償可能範囲内に回復させるしきい値電圧移動を回
復させるための回復駆動を表示パネル１１０のパワーオフ信号入力時に実行することがで
きる。
【００９８】
　即ち、回復駆動部６００は、表示パネル１１０の多数の画素のうち、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）を駆動する駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間増加によ
って予め設定されたしきい値電圧補償可能範囲から外れて移動した特定画素が存在するか
否かを確認して、特定画素が存在することを確認した場合、パワーオフ信号入力時に、特
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定画素のしきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を実行する。これによって、特定
画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内に回復す
れば、回復駆動を中止し、電源供給部６１０を通じて、特定画素の駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）の全てのノードにグラウンド電圧（Ground Voltage）が全て印加されるように制御す
ることができる。
【００９９】
　前述した回復駆動部６００は、タイミングコントローラ１５０の内部に含まれるか、ま
たはデータ駆動部１２０内のデータドライバー集積回路（Data Driver IC）の内部に含ま
れることができる。場合によっては、回復駆動部６００は、タイミングコントローラ１５
０及びデータ駆動部１２０の外部に含まれることもできる。
【０１００】
　以下、図７を参照して（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動をより詳細
に説明し、図８を参照して（－）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動をより詳
細に説明する。
【０１０１】
　図７は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジスタ（ＤＴ
）の（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を説明するための図である。
【０１０２】
　図７を参照すると、回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲から外れてしきい
値電圧移動が発生した特定画素が、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間
増加によって増加しながら予め設定されたしきい値電圧補償可能範囲を正（＋）の方向に
外れて移動した第１特定画素の場合、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい
値電圧が上昇してしきい値電圧補償可能範囲を正（＋）の方向に外れて移動すれば、即ち
、しきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲の上限値（しきい値電圧補償限界値（＋））
より大きくなれば、（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を実行し（Ｓ）
、回復駆動が実行され、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が低下
することにより、しきい値電圧補償可能範囲内に戻り、予め設定された第１基準値になれ
ば、（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を中止する（Ｅ）。
【０１０３】
　ここで、（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動の中止と関連して予め設
定して置いた第１基準値は、予め設定された値（Default Value）または多数の画素の各
々に対してセンシングされたしきい値電圧の平均値（Average Sensing Value）から設定
される値でありうる。
【０１０４】
　一方、回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲から外れてしきい値電圧移動が
発生した特定画素が、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間増加によって
増加しながら予め設定されたしきい値電圧補償可能範囲を正（＋）の方向に外れて移動し
た第１特定画素の場合、即ち、補償限界を外れた（＋）しきい値電圧移動画素の場合、第
１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が低下してしきい値電圧補償可能
範囲内になるように、即ち、しきい値電圧補償可能範囲から外れた（＋）しきい値電圧移
動が回復するように、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）及
び第２ノード（Ｎ２）に“ネガティブストレス（Negative Stress）”条件の第１電圧（
Ｖ１）及び第２電圧（Ｖ２）が印加されるように制御することによって、（＋）しきい値
電圧移動を回復させるための回復駆動を実行する。
【０１０５】
　また、回復駆動部６００は、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）がネガティブス
トレス条件になるように、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第３ノード（Ｎ３
）に第３電圧（Ｖ３）がさらに印加されるように制御することができる。
【０１０６】
　ここで、“ネガティブストレス（Negative Stress）”は、当該駆動トランジスタ（Ｄ
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Ｔ）のしきい値電圧が小さくなるように駆動トランジスタ（ＤＴ）のノードに電圧を印加
することを意味する。ここで、駆動トランジスタ（ＤＴ）のノードに印加される電圧（Ｖ
１、Ｖ２、Ｖ３）は駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が小さくなるように調整さ
れた電圧である。
【０１０７】
　ネガティブストレスを駆動トランジスタ（ＤＴ）に加えるために、回復駆動部６００は
、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）がネガティブストレス条件になるように、第
１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）に印加される第１電圧（Ｖ
１）が第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）に印加される第２
電圧（Ｖ２）より低くなるように電圧調整（Ｖ１＜Ｖ２）を実行することができる。
【０１０８】
　また、回復駆動部６００は、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）がネガティブス
トレス条件になるように、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第３ノード（Ｎ３
）に第３電圧がさらに印加されるように制御し、かつ第１特定画素の駆動トランジスタ（
ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）に印加される第１電圧（Ｖ１）が第１特定画素の駆動トラン
ジスタ（ＤＴ）の第３ノード（Ｎ３）に印加される第３電圧（Ｖ３）より低くなるように
、電圧調整（Ｖ１＜Ｖ３）を実行することができる。
【０１０９】
　図８は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジスタ（ＤＴ
）の（－）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を説明するための図である。
【０１１０】
　図８を参照すると、回復駆動部６００は、特定画素が有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
を駆動する駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間増加によって低下しなが
ら予め設定されたしきい値電圧補償可能範囲を負（－）の方向に外れて移動した第２特定
画素の場合、即ち、補償限界を外れた（－）しきい値電圧移動画素の場合、第２特定画素
の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が低下してしきい値電圧補償可能範囲を負（
－）の方向に外れて移動すれば、即ち、しきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲の下限
値（しきい値電圧補償限界値（－））より小さくなれば、（－）しきい値電圧移動を回復
させるための回復駆動を実行し（Ｓ）、このような（－）しきい値電圧移動を回復させる
ための回復駆動が実行され、第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が
上昇することにより、しきい値電圧補償可能範囲内に戻り、予め設定された第２基準値に
なれば（－）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を中止する（Ｅ）。
【０１１１】
　ここで、（－）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動の中止と関連して予め設
定して置いた第２基準値は、予め設定された値（Default Value）または多数の画素の各
々に対してセンシングされたしきい値電圧の平均値（Average Sensing Value）から設定
される値でありうる。
【０１１２】
　一方、回復駆動部６００は、特定画素が有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を駆動する駆
動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間増加によって低下しながら予め設定さ
れたしきい値電圧補償可能範囲から負（－）の方向に外れて移動した第２特定画素の場合
、即ち、補償限界を外れた（－）しきい値電圧移動画素の場合、第２特定画素の駆動トラ
ンジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が上昇してしきい値電圧補償可能範囲内になるように、
即ち、しきい値電圧補償可能範囲から外れた（－）しきい値電圧移動が回復するように、
第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）及び第２ノード（Ｎ２）
に“ポジティブストレス（Positive Stress）”条件の第１電圧（Ｖ１）及び第２電圧（
Ｖ２）が印加されるように制御することによって、（－）しきい値電圧移動を回復させる
ための回復駆動を実行することができる。
【０１１３】
　また、回復駆動部６００は、第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）がポジティブス



(17) JP 2015-102873 A 2015.6.4

10

20

30

40

50

トレス条件になるように、第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第３ノード（Ｎ３
）に第３電圧（Ｖ３）がさらに印加されるように制御することができる。
【０１１４】
　ここで、“ポジティブストレス（Positive Stress）”は、当該駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）のしきい値電圧が大きくなるように駆動トランジスタ（ＤＴ）のノードに電圧を印加
することを意味する。ここで、駆動トランジスタ（ＤＴ）のノードに印加される電圧（Ｖ
１、Ｖ２、Ｖ３）は駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が大きくなるように調整さ
れた電圧である。
【０１１５】
　ポジティブストレスを駆動トランジスタ（ＤＴ）に加えるために、回復駆動部６００は
、第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）がポジティブストレス条件になるように、特
定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）に印加される第１電圧（Ｖ１）
が第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第２ノード（Ｎ２）に印加される第２電圧
（Ｖ２）より高くなるように電圧調整を実行することができる（Ｖ１＞Ｖ２）。
【０１１６】
　また、回復駆動部６００は、ポジティブストレスを駆動トランジスタ（ＤＴ）に加える
ために、第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）に印加される第
１電圧（Ｖ１）が第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第３ノード（Ｎ３）に印加
される第３電圧より高くなるように電圧調整を実行することができる（Ｖ１＞Ｖ３）。
【０１１７】
　一方、回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲から外れた（＋）しきい値電圧
移動画素（第１特定画素）の駆動トランジスタ（ＤＴ）にネガティブストレスが加えられ
るか、またはしきい値電圧補償可能範囲から外れた（－）しきい値電圧移動画素（第２特
定画素）の駆動トランジスタ（ＤＴ）にポジティブストレスが加えられる間、特定画素（
第１特定画素及び／または第２特定画素）に対するしきい値電圧移動を回復させるための
回復駆動時に、回復駆動が必要でない画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の全てのノードに
ノンストレス（Non-Stress）条件の電圧が印加されるように制御することができる。
【０１１８】
　ここで、“ノンストレス（Non-Stress）条件”は、ネガティブストレス条件でない場合
、またはポジティブストレス条件でない場合、またはネガティブストレス条件でもポジテ
ィブストレス条件でもない場合でありうる。
【０１１９】
　一方、以下では、表示パネル１１０での多数の画素に、しきい値電圧がしきい値電圧補
償可能範囲から外れた（＋）しきい値電圧移動画素（第１特定画素）と、しきい値電圧が
しきい値電圧補償可能範囲から外れた（－）しきい値電圧移動画素（第２特定画素）と、
しきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲から外れない正常画素が全て含まれている場合
、（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動と（－）しきい値電圧移動を回復
させるための回復駆動をどのように実行すべきかに関する実施形態を、図９から図１１を
参照して説明する。
【０１２０】
　図９は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素に対し、回復駆動以前、駆動
トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧移動状態を例示的に示す図である。
【０１２１】
　図９の例示によれば、回復駆動部６００がしきい値電圧移動を回復させるための回復駆
動を実行する以前に、表示パネル１１０に形成された２０個の画素のうち、“（＋）”が
表示された２つの画素は、しきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲（補償限界）を外れ
た（＋）しきい値電圧移動画素（第１特定画素）であり、“（－）”が表示された２つの
画素は、しきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲（補償限界）を外れた（－）しきい値
電圧移動画素（第２特定画素）であり、“Ｐ”が表示された１６個の画素は、しきい値電
圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（＋）しきい値電圧移動としきい値電圧補償可能
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範囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動がない正常画素である。
【０１２２】
　回復駆動部６００がしきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を実行する以前に、
図９のようなしきい値電圧移動状態を有する時、回復駆動部６００がしきい値電圧移動を
回復させるための回復駆動を実行する方法の２つの実施形態を、図１０及び図１１を参照
して各々説明する。
【０１２３】
　図１０は、図９のしきい値電圧移動状態で、（＋）しきい値電圧移動の回復、及び（－
）しきい値電圧移動の回復のための順次的な回復駆動を示す図である。
【０１２４】
　図１０を参照すると、回復駆動部６００は、多数の画素のうち、駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）のしきい値電圧が駆動時間増加によって上昇しながら予め設定されたしきい値電圧補
償可能範囲を正（＋）の方向に外れて移動した第１特定画素（しきい値電圧補償可能範囲
（補償限界）から外れた（＋）しきい値電圧移動画素）に対する回復駆動と、多数の画素
のうち、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間増加によって低下しながら
予め設定されたしきい値電圧補償可能範囲を負（－）の方向に外れて移動した第２特定画
素（しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動画素）に
対する回復駆動を順次的に実行することができる。
【０１２５】
　以下、例示的により詳細に説明する。
【０１２６】
　図１０（Ａ）は、しきい値電圧がセンシングされる以前の２０個の画素状態を示す図で
ある。しきい値電圧センシング以前では、図９のように、２０個の画素のうち、センシン
グ以前状態の時、しきい値電圧補償可能範囲から外れた画素が存在すること自体を知るこ
とができない。
【０１２７】
　図１０（Ｂ）は、しきい値電圧センシング後、２０個の画素のうち、２つの画素がしき
い値電圧可能範囲から外れた（＋）しきい値電圧移動画素であることを知るようになった
ことを示す図である。
【０１２８】
　図１０（Ｂ）を参照すると、しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（＋）
しきい値電圧移動画素は“（＋）”で表示されており、“Ａ”が表示された画素はしきい
値電圧可能範囲（補償限界）から外れた（＋）しきい値電圧移動画素でない画素である。
【０１２９】
　“Ａ”が表示された画素の各々は、正常画素であるか、またはしきい値電圧補償可能範
囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動画素でありうる。
【０１３０】
　図１０（Ｃ）を参照すると、回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲（補償限
界）を外れた（＋）しきい値電圧移動画素に対し、前述したように、ネガティブストレス
が当該駆動トランジスタ（ＤＴ）に加えられるように電圧を印加して、（＋）しきい値電
圧移動を回復させるための回復駆動を実行する。
【０１３１】
　これと関連して、回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外
れた（＋）しきい値電圧移動画素である２つの第１特定画素（“＋”で表示されている）
に対する回復駆動を実行する時、第１特定画素を除外した残りの画素の駆動トランジスタ
（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）には、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノ
ードに印加される第１電圧より高い電圧が印加されるように制御することができる。
【０１３２】
　これによって、図１０（Ｃ）に示すように、２０個の全ての画素は、しきい値電圧可能
範囲（補償限界）から外れた（＋）しきい値電圧移動がない画素となる。このような意味
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で、全ての画素に“Ａ”が表示される。
【０１３３】
　図１０（Ｃ）で、“Ａ”が表示された２０個の画素は、正常画素であり得、しきい値電
圧補償可能範囲（補償限界）を外れた（－）しきい値電圧移動画素でもあり得る。
【０１３４】
　図１０（Ｄ）は、（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動によってしきい
値電圧可能範囲（補償限界）を外れた（＋）しきい値電圧移動がない画素になった２０個
の全ての画素に対するしきい値電圧センシング結果（図１０（Ａ）段階の以後での最初の
センシング結果、または図１０（Ｃ）段階の以後に新しくセンシングした結果）によって
、２つの画素がしきい値電圧可能範囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動画
素（“－”で表示された画素）として確認され、残りの画素は正常画素（“Ｂ”で表示さ
れた画素）として確認された場合を示す図である。
【０１３５】
　このような画素のしきい値電圧移動状態において、回復駆動部６００は、しきい値電圧
補償可能範囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動画素に対し、前述したよう
に、ポジティブストレスが当該駆動トランジスタ（ＤＴ）に加えられるように電圧を印加
して、（－）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を実行する。
【０１３６】
　このような（－）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動によって、図１０の（
Ｅ）に示すように、２０個の全ての画素は、しきい値電圧可能範囲（補償限界）から外れ
た（－）しきい値電圧移動がない画素となる。このような意味で、全ての画素に“Ｂ”が
表示される。
【０１３７】
　回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（－）しきい
値電圧移動画素である第２特定画素に対する回復駆動を実行する時、第２特定画素を除外
した残りの画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノード（Ｎ１）には、第２特定画素の
駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノードに印加される第１電圧より低い電圧が印加される
ように制御する。
【０１３８】
　前述したように、しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（＋）しきい値電
圧移動を回復させるための回復駆動と、しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）を外れた
（－）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動とが順次的になされた以後、２０個
の全ての画素は、図１０の（Ｆ）に示すように、（＋）しきい値電圧移動もなく、（＋）
しきい値電圧移動もない正常画素（“Ｐ”で表示された画素）となる。
【０１３９】
　一方、回復駆動部６００は、図１０を参照して前述したように、しきい値電圧補償可能
範囲（補償限界）から外れた（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動と、し
きい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動を回復させるた
めの回復駆動とを順次的に実行することもできるが、同時に実行することもできる。これ
は、図１１を参照して説明する。
【０１４０】
　図１１は、図９のしきい値電圧移動状態で、（＋）しきい値電圧移動の回復、及び（－
）しきい値電圧移動の回復のための同時回復駆動に関する例示図である。
【０１４１】
　図１１（Ａ）は、しきい値電圧がセンシングされる以前の２０個の画素状態を表現した
図である。しきい値電圧センシング以前では、図１１（Ａ）に示すように、２０個の画素
のうち、センシング以前状態の時、しきい値電圧補償可能範囲から外れた画素の存在する
こと自体を知ることができない。
【０１４２】
　図１１（Ｂ）は、しきい値電圧センシング後、２０個の画素のうち、“（＋）”で表示
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された２つの画素はしきい値電圧可能範囲から外れた（＋）しきい値電圧移動画素であり
、“（－）”が表示された２つの画素はしきい値電圧可能範囲から外れた（－）しきい値
電圧移動画素であると確認されたことを示す図である。
【０１４３】
　図１１（Ｂ）で、“Ｐ”で表示された画素は、しきい値電圧可能範囲から外れた（＋）
しきい値電圧移動画素でもなく、しきい値電圧可能範囲から外れた（－）しきい値電圧移
動画素でもない正常画素である。
【０１４４】
　回復駆動部６００は、２０個の画素のうち、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧
が駆動時間増加によって上昇しながら予め設定されたしきい値電圧補償可能範囲（補償限
界）から正（＋）の方向に外れて移動した第１特定画素（しきい値電圧補償可能範囲（補
償限界）から外れた（＋）しきい値電圧移動画素）に対する回復駆動と、２０個の画素の
うち、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が駆動時間増加によって低下しながら予
め設定されたしきい値電圧補償可能範囲から負（－）の方向に外れて移動した第２特定画
素（しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れた（－）しきい値電圧移動画素）に
対する回復駆動を同時に実行する。
【０１４５】
　言い換えると、回復駆動部６００は、しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）から外れ
た（＋）しきい値電圧移動画素に対し、ネガティブストレスが当該駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）に加えられるように電圧を印加して、（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回
復駆動を実行し、これと同時に、しきい値電圧補償可能範囲（補償限界）を外れた（－）
しきい値電圧移動画素に対し、ポジティブストレスが当該駆動トランジスタ（ＤＴ）に加
えられるように電圧を印加して、（－）しきい値電圧移動回復のための回復駆動を同時に
実行する。
【０１４６】
　この際、回復駆動部６００は、しきい値電圧可能範囲から外れた（＋）しきい値電圧移
動画素（第１特定画素）としきい値電圧可能範囲から外れた（－）しきい値電圧移動画素
（第２特定画素）を除外した残りの画素（正常画素）の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１
ノード（Ｎ１）には、第１特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノードに印加され
る第１電圧と第２特定画素の駆動トランジスタ（ＤＴ）の第１ノードに印加される第１電
圧との間の電圧が印加されるように制御することができる。
【０１４７】
　一方、以上で説明したように、１つの画素がしきい値電圧補償可能範囲から（＋）方向
に外れてしきい値電圧移動が発生した場合、回復駆動により、しきい値電圧がしきい値電
圧補償可能範囲内に回復した後に、回復したしきい値電圧が再びしきい値電圧補償可能範
囲から（＋）方向または（－）方向に外れてしきい値電圧移動が発生することがあり、こ
の場合、再び回復駆動を実行しなければならない。これによって、１つの画素の駆動トラ
ンジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧をしきい値電圧補償可能範囲内に維持することができる
。これによって、正常な駆動時間を増やし、寿命も長くすることができる。このような連
続したしきい値電圧移動を回復させるための回復駆動について、図１２を参照して説明す
る。
【０１４８】
　図１２は、一実施形態による有機発光表示装置１００の画素内の駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）の連続的なしきい値電圧移動を回復させるための回復駆動を説明するための図である
。
【０１４９】
　図１２を参照すると、一例に、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が上昇し、し
きい値電圧補償可能範囲の上限値（しきい値電圧補償限界値（＋））より大きくなれば、
（＋）しきい値電圧移動を回復させるための回復駆動（第１の回復駆動）が始まり（Ｓ１
）、このように始まった第１の回復駆動によりしきい値電圧が小さくなることにより、し
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きい値電圧補償可能範囲の上限値（しきい値電圧補償限界値（＋））より小さくなり、し
きい値電圧補償可能範囲内に戻る。このような第１の回復駆動は、低下したしきい値電圧
が予め設定された第１基準値になるまで実行される（Ｅ１）。
【０１５０】
　このような閾値電圧補償により、しきい値電圧補償可能範囲から（＋）方向に外れたし
きい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲に回復し、よって、輝度が低下する画質低下問題
を解決できる。
【０１５１】
　一例として、同一な駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が低下し、しきい値電圧
補償可能範囲の下限値（しきい値電圧補償限界値（－））より小さくなれば、（－）しき
い値電圧移動を回復させるための回復駆動（第２の回復駆動）が実行され（Ｓ２）、この
ようにして実行された第２の回復駆動により、しきい値電圧が大きくなることにより、し
きい値電圧補償可能範囲の下限値（しきい値電圧補償限界値（－））より大きくなり、し
きい値電圧補償可能範囲内に戻る。このような第２の回復駆動は、上昇したしきい値電圧
が予め設定された第２基準値になるまで実行される（Ｅ２）。
【０１５２】
　このような閾値電圧補償により、しきい値電圧補償可能範囲から（－）方向に外れたし
きい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲に回復し、よって、輝度が正常水準を外れて上昇
する画質低下問題を解決できる。
【０１５３】
　一例として、同一な駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧が上昇し、しきい値電圧
補償可能範囲の上限値（しきい値電圧補償限界値（＋））より大きくなれば、（＋）しき
い値電圧移動を回復させるための回復駆動（第３の回復駆動）が実行され（Ｓ３）、この
ようにして実行された第３の回復駆動により、しきい値電圧が小さくなることにより、し
きい値電圧補償可能範囲の上限値（しきい値電圧補償限界値（＋））より小さくなり、し
きい値電圧補償可能範囲内に戻る。このような第３の回復駆動は、低下したしきい値電圧
が予め設定された第１基準値になるまで実行される（Ｅ３）。
【０１５４】
　このような閾値電圧補償により、しきい値電圧補償可能範囲から（＋）方向に外れたし
きい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲に回復し、よって、輝度が低下する画質低下問題
を解決できる。
【０１５５】
　図１２を参照して前述したように、一実施形態によれば、１つの駆動トランジスタ（Ｄ
Ｔ）のしきい値電圧が駆動時間によってしきい値電圧補償可能範囲からいずれの方向へ外
れてたとしても、しきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内で持続的に維持されるよう
にすることができる。
【０１５６】
　以上、説明したように、本発明によれば、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が増加
するにつれて、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲か
ら外れて移動する場合、駆動トランジスタ（ＤＴ）のしきい値電圧をしきい値電圧補償可
能範囲内に回復させることができるしきい値電圧移動を回復させるための回復駆動が可能
な有機発光表示装置１００、及びその表示パネル１１０を提供する効果がある。
【０１５７】
　本発明によれば、駆動トランジスタ（ＤＴ）の駆動時間が増加しても、駆動トランジス
タ（ＤＴ）のしきい値電圧がしきい値電圧補償可能範囲内で持続的に維持されるようにす
る有機発光表示装置１００、及びその表示パネル１１０を提供する効果がある。
【０１５８】
　以上の説明及び添付の図面は、本発明の技術思想を例示的に説明したことに過ぎないも
のであって、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的
な特性から外れない範囲で構成の結合、分離、置換、及び変更などの多様な修正及び変形
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が可能である。したがって、本発明に開示された実施形態は本発明の技術思想を限定する
ためのものではなく、説明するためのものであり、このような実施形態により本発明の技
術思想の範囲が限定されるものではない。本発明の保護範囲は請求範囲により解釈されな
ければならず、それと同等な範囲内にある全ての技術思想は本発明の権利範囲に含まれる
ものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【０１５９】
　１００　　有機発光表示装置
　１１０　　表示パネル
　１２０　　データ駆動部
　１３０、１４０　　ゲート駆動部
　１５０　　タイミングコントローラ
　５１０　　Ｄ－ＩＣ
　５２０　　ＡＤＣ
　６００　　回復駆動部
　６１０　　電源供給部

【図１】 【図２】
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具有上限值和下限值，并且可以检测DT的Vth，并且当DT的Vth超出Vth
的可补偿范围时，第一电压被施加到DT的栅极，OLED的阳极或
OLED。 将第二电压施加到与阴极连接的DT的第二节点，并且控制第一
电压和第二电压，使得DT的Vth在Vth可补偿范围内。 [选型图]图1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/78c0ad62-e1dc-4cf3-8bed-7e63130949a2

